
松江地方裁判所委員会（第１３回）議事概要

第１ 開催日時

平成２０年７月１１日（金）午後１時３０分～午後４時００分

第２ 開催場所

松江地方裁判所大会議室

第３ 出席者

（委 員） 石原さとみ，岩田好二，岡村英昭，岸田和俊，永瀬裕，花

田英治，前田幸二，三島敏功，山田英夫，吉井隆平，渡部

浪子（敬称略，五十音順）

（事務担当者） 小泉地裁事務局長，浅野民事首席書記官，竹下刑事首席書

記官，山本総務課長，細木総務課庶務係長

第４ 議事

１ 開会あいさつ

２ 新任委員（吉井委員）自己紹介

３ 松江地裁における市民が抱える裁判員裁判の参加に関する不安要素について

竹下刑事首席書記官及び山本総務課長から報告

４ 上記３に対する意見交換

別紙１のとおり

５ 裁判員制度に関する情報提供

山本総務課長から報告

６ 上記５に対する意見交換

別紙２のとおり

７ 次回の意見交換のテーマ

「消費者関係トラブルの解決手続について」

８ 次回開催日時

平成２１年１月２３日（金）午後１時３０分から午後４時００分まで



９ 閉会あいさつ



（別紙１）

Ａ 裁判所から，市民が抱える裁判員参加に関する不安要素ということで説明させ

ていただきましたが，意見交換ということで，何でも結構ですので，御意見をい

ただければと思います。

Ｂ 裁判員になるということは人を裁くということになるので，ある程度，裁判の

ルールを知った上でないとできないのではないでしょうか。今日の新聞を見ても，

裁判関係の記事で，専門用語や特殊な法律用語が並んでおり，理解しにくいと感

じました。普通の人が読む新聞ですらそういう感じなので，一般の人が，法律を

駆使して人を裁くことが本当にできるのだろうかということを感じました。

Ｃ ６月に松江地裁で行われた模擬裁判に，私の知っている方が参加されたので感

想を聞いてみたところ，判決を出すというのは精神的に疲れるとおっしゃってい

ました。また，専門用語については，かみ砕いて説明してもらえたが，理解する

までに時間がかかったともおっしゃっていました。

Ａ 専門用語は，説明を受けて，一応は理解していただけたということでしょうか。

Ｃ 最終的には理解できたので，模擬裁判に参加できたことは良い勉強になったと

おっしゃっていましたが，普通の人で，そこまで理解するのは，大変なのではな

いかともおっしゃっていました。

また，模擬裁判では，検察官や弁護人の方がしゃべられる早さが少し早かった

ように思うという感想もおっしゃっていました。

Ｄ ６月の模擬裁判で検察官が早口だったという話は聞いております。この点につ

いては，反省すべき点だと思っています。これは，今まで職業裁判官が相手であ

り，また，今回の審理の時間的な制約のこともあったためです。しかし，現在，

検察庁としては，いかに分かりやすく理解してもらえるよう説明するかというこ

とに気を使っており，用語にしても，なるべく一般用語にして述べたり，分かり

にくい専門用語が問題になるときは，そこをかみ砕いて説明するようにしていま

す。この点に関しては，裁判官が評議の場でも，かみ砕いて説明していただけた



こともあり，今回の模擬裁判では，最終的に裁判員の方に理解してもらえたので，

今後の裁判員裁判でも最終的には決められた審理期間でご理解いただけるのでは

ないかと考えています。

Ｅ 今回の模擬裁判は，私自身，一部しか見ることができなかったので，弁護人が

早口だったかどうかということはわかりませんが，裁判員の方に耳で聞いて理解

してもらうためには，言葉を容易にして，ゆっくりと話をすることが重要である

ということは認識しています。これまでの裁判は，口でも言っていましたが，同

時に書面を出していたので，裁判官には書面を読んでもらえばいいという感覚は

少なからずあったと思います。しかし，今後は，一般の市民から選ばれた裁判員

の方に参加していただくことになるので，分かりやすい言葉で，裁判員の方にメ

モをとっていただきやすい早さを意識しながら，丁寧にゆっくり説明していくこ

とが重要ではないかと感じています。また，用語が難解であると言われることに

ついては重々承知していますが，新聞記事に載っているものよりは，平易な言葉

で説明をしていくのではないかと思います。

Ａ 用語も含めて法律的な前提事実はきちんと説明しなければならないという点が

あろうかと思いますが，早いうちに必要なことを理解してもらう必要性について，

Ｆ委員は何か御意見をお持ちでしょうか。

Ｆ 法廷では，目で見て，耳で聞いて分かる審理を目指しており，現在はその過程

にあります。法律上の知識を理解しておくことについては，審理を経ていく中で，

最終的に理解してもらえるようになればいいのではないかと思っています。

また，法律上の知識には色々な知識があると思いますが，すべてが全部の事件

に必要な知識ではなくて，その事件で必要な事柄については，どんどん質問して

もらい，説明していく中で理解していただければいいのではないかと考えていま

す。

Ａ 法律用語や，裁判上のルールについては，法律家としては分かっているという

思いこみがあるかもしれませんので，それは避けなければならないと思います。



特殊な言葉は一般の方にとって特殊だという貴重なご意見をいただきました。

そのほかに御意見はございませんか。

Ｇ 裁判に参加する不安としては，みなさんがおっしゃったことのほか，守秘義務

のことがあると思います。これは裁判が終わってからも一生つきまとう問題だと

思うのですが，実際に裁判に参加する一般の方が，どの程度ならしゃべってもい

いのかということを迷うこともあるのではないかと思います。

また，感想は良いけど評議の中身はだめといわれても，感想を述べる場合，評

議のプロセスをある程度説明しないと感想の意味がないのではないでしょうか。

そのあたりが，一般の方にはわかりにくいのではないかと思います。

裁判員とメディアとの接触の問題についてですが，守秘義務は裁判の安全上必

要だと思います。しかし，一方で裁判員制度は，一般の国民が裁判に参加するこ

との意義や経験を広く国民が共有するということも目的としているところだと思

います。そうすると多くの人に語ってもらって，それを共有してもらう必要性が

あるのではないでしょうか。そうすると守秘義務は必要であるものの，裁判員に

なった人に裁判に参加した経験を話してもらうことも必要だということになると

思いますが，そのあたりの理解が進んでいないではないかと思います。メディア

としてもどの程度聞いて良いのかわからないような状態です。そのあたりは，や

りながら考えればいいことかもしれませんが，これは刑罰もからむことですので，

真剣に考えていく必要があると思います。

Ａ 今のご意見は重大なことだと思います。メディアの方々は裁判が終わった段階

で記者会見で裁判員に述べて欲しいという要望は多いのでしょうか。そのあたり

は，おそらく最高裁のほうで，マスメディアの方々の意見を聴きつつ，基本的な

線を固めていくことになると思います。

守秘義務の問題は大きな問題点であると思いますが，仕事上，守秘義務を負っ

ておられるＨ委員は何か御意見はございますか。

Ｈ 守秘義務にかかることをネットで流されてしまうと，コントロールできないの



ではないかと思っています。特に，ネット上で裁判員の経験者が集まって話し出

したら収集がつかないことになるのではないかという怖さはあります。また，守

秘義務を守る期間について，期限を切られるとある程度我慢できると思いますが，

永久に守れと言われるとつらいところがあります。

Ａ ネットに関してのことは重要なことだと思います。守秘義務に関しては，すぐ

に結論らしいことは出ないのではないかとは思いますが，この点について，又は

ほかの点についてでも結構ですが何か御意見はありますか。

Ｉ 裁判の用語として控訴や上告という言葉は，本当は中学校くらいで教えていま

す。しかし，高校で教えると忘れているのがほとんどです。これは自分のことと

して感じられれば覚えているものの，そうではない場合には忘れてしまうからだ

と思います。ですから，実際の裁判員裁判の際には全く法律用語を知らない方が

参加されるという前提で進めていただく必要があると思います。次に守秘義務の

ことですが，我々教師の世界にも守秘義務はありますが，後輩を育てるには，あ

る程度事例を話すことが必要な場面も出てきます。そういった経緯からも，守秘

義務について，その加減は難しいと感じています。

また，最近，教育の現場では，特別支援教育のことを言われてきているのです

が，どこまでが病的なもので，どこまでが病的なものではないのかというところ

の理解は非常に難しいのではないかということです。もし犯罪がおこったときに，

犯罪を犯した人が，そのような問題を抱えている場合，裁判官に説明してもらえ

るとして，３日間でそのあたりのことを，一般の人がきちんと理解して審理でき

るのだろうかという不安があります。

Ａ おっしゃったことは非常に重要なことだと思います。裁判では，そのあたりを

きちんと理解していただいて判断していただくことになると思いますが，一般的

なことを申し上げると，専門的知識がないと理解できないのであれば専門家に助

力をしていただくということが制度としてあります。ですから，それをどう的確

に一般の方に理解できるようにしてもらうようにするかということが重要だと思



いますが，Ｆ委員はいかがですか。

Ｆ 委員長が言われたように，鑑定において理解していただくことになると考えま

す。裁判員裁判では，実際の審理の前に公判前整理手続という手続を実施し，そ

の中で証拠についてはどれを調べるとか，鑑定をするということを決め，その結

果を裁判員の方に見ていただくということになるという流れになると思います。

一般的に医者が書いた鑑定書は難しいという印象があると思いますが，かみ砕い

た内容としてもらったり，平たい言葉に直してもらうなどして分かりやすい鑑定

書としてもらうとともに，核となる事柄に限って記載してもらい，本質と関係な

いところは落としてもらうというようなことを考えています。そうでないと裁判

官も理解できないということになりかねないので，そういう作業をした上で審理

に臨ませてもらうことになると思います。

Ａ 検察庁も独自の努力をしておられるのではないでしょうか。

Ｄ 医学用語などは我々も理解できにくいことがありますが，今までの専門的な鑑

定書という分厚いものが出てくるのを，なるべく簡単なわかりやすいものとして

作成してもらうような取り組みを進めているところです。

Ｊ 私は，判断に自信がないという不安と，長い時間拘束されるのではないかとい

う不安は表裏のことではないかと思っています。裁判員裁判において，公判前整

理手続で争点を整理して進めていくといっても，３日間の中で判断ができるのか

どうかという不安があります。ですから，長い期間拘束される不安よりも，短く

やることの不安が強いという思いがあります。

Ｋ 法律的な知識がない者にとって，わかりやすい裁判をしてもらうということは

大事なことだと思います。また，裁判員裁判が始まると裁判官や検察官，弁護人

の方の負担が相当増えるのではないかと思います。そういう意味で制度的に耐え

られるのだろうかという感じはしています。

Ｅ 審理期間が短くなって，良い裁判ができるのかという不安は弁護士としても持

っています。今まで否認事件だと１年かかったり，長いと何年もかかっていた裁



判を短期間でやってしまおうというものなので，被告人に不利益になるのではな

いかということを弁護士会としても懸念しているところです。弁護士会としての

準備態勢ですが，島根県の裁判員裁判は松江の裁判所でしか実施されませんので，

松江と出雲の弁護士は，積極的に対応していこうという方向です。しかし，３日

間の間に裁判途中でも準備して，最終的には弁護人の意見として弁論を述べるこ

とになるので，そういう準備をしていくことができるのかという不安はあります。

また，分かりやすい裁判のため，今後，どういう風にやっていくのかということ

を検討していかなければなりませんが，現在のところ，具体的には，考えられて

いない状態です。

Ｂ 先ほど私が申し上げたのは，単なる法律用語のことのみならず，裁判や訴訟の

仕組みのこともよくわからないという趣旨ですが，一般の人に向けて書いた新聞

記事なのに，多くの人が理解できないということをはらみながらスタートするの

はとても不安なことではないかと思っています。

Ａ その点は非常に重要なことですが，きちんと裁判所側が説明すれば，御理解い

ただけるものと考えております。

また，審理期間を短くして大丈夫なのかというご意見についても，非常に重大

な問題と考えていますが，Ｆ委員いかがでしょうか。

Ｆ 今までの裁判と比較して，これまでなかった公判前整理手続により証拠を厳選

して審理をするというのが，大きな違いだと思います。争点を整理しないまま，

何となく証拠調べをしてしまうと審理期間が長くなってしまいますが，迷走状態

で審理することがないように，何が本当の争点なのかということを裁判所，検察

官，弁護人が確認し，その点に絞って証拠調べをすれば，審理期間は今までより

も短くなるのではないかと考えます。また，何が何でも３日間に押さえ込もうと

しているわけではありません。整理しても，いろいろ調べないといけない事件に

ついては，４日になるのか５日になるのか，何日になるかわかりませんが，そう

いうことはありうることだと思います。そうなった場合，市民の方にはそれだけ



負担を掛けることになると思いますが，本当にそういうことをしなければ真相が

解明できないのであれば，そういう形でやることについて理解を得ていかなけれ

ばならないと考えています。

Ａ 島根県は，年齢構成についていうと，高齢者が多く，また，仕事の面でも第一

次産業従事者が多い県です。そうなると相対的に裁判に参加しにくい方が多い県

ということになりますが，参加が困難な方が多くても，裁判所としては，努力し

ていかなければならないと考えています。この点に関して，御意見はございます

か。

Ｂ 高齢者の方に参加してもらうのは良いことだと思います。しかし，高齢者とも

なると認知症の方が多い年代だと思うのですが，それでも本人がやりたいという

ときに，家族は認知症だからやめさせてくれということはできるのでしょうか。

Ｆ 個人的な情報としていただくということはありうると思います。どういう方法

で情報をいただくかということについてですが，まず，順を追って説明しますと，

最初に質問票というものを書いていただきますが，その中に今おっしゃった事情

が出てくると，それをもとに判断させていただくということになると思います。

また，裁判員候補者の方と当日お話をさせて頂く中で，お話をさせていただいた

状況により判断させていただくことになります。

Ｂ 認知症の本人が調査票などを書いて，参加に支障がないということであれば，

認知症の方でも裁判員になる可能性はあるということですか。

Ｆ わからなければ，そうなる可能性はあると思います。

Ｃ 裁判所からの報告にもありましたが，育児をしている方にも参加してもらうの

は良いことだと思います。ただ，育児をしている方が裁判に参加しにくい状況で

あり，それを解消するために保育所と連携をとると説明されていましたが，裁判

所内部に保育施設を設けるというということではなく，どこかの保育所と連携を

とるということなのでしょうか。

（事務担当者）



企業であれば，企業内部に保育施設を設けていらっしゃるところもあろうかと

思いますが，裁判員候補者として選ばれた方の中に，どれだけ保育に関わってい

らっしゃる方があるのかというと，確率としては多くないのではないかと考えて

おります。そうすると裁判所内部で保育施設を設けることは難しい状況でありま

す。そこで内部が難しいということならば，現在の一時保育サービスを利用して

いただくことで，育児に関する不安を解消していただければと考えております。

この一時保育に関し，裁判所が２か所の保育所を訪問して聴き取ったところによ

りますと，通常であれば，受入れは可能であるという回答をもらっております。

そうしますと外部という形にはなりますが，保育サービスは受けてもらえるので

はないかと感じています。

Ａ 裁判所としてはそういう方向で努力をしているということになります。そのほ

か，御意見はございますか。

Ｉ 裁判員として選ばれて拘束されるのは，審理期間が３日になるとは限らないと

いうことでしたが，それは始まってみなければわからないということでしょうか。

Ｆ その点に関しましては，公判前整理手続という公判の準備段階で，何日間でや

るということも含めて決定することになっており，そういう前提で候補者の方を

呼び出すことになっております。

Ｉ そうすると審理期間の長さによっては，仕事の都合で参加することが難しいと

いうようなことはあるのですか。

Ｆ 審理期間が長くなれば長くなるほど差し支えのある方が多くなるということは

あると思われます。なお，審理期間が長くなったときには，連続でやるのか，ま

た週に何度開廷するのかというように，どういった形で予定すれば多くの方に参

加いただけるのかということを現在検討中です。

Ａ 仕事の関係での差し支えがあるということについては，皆さん共通だと思いま

すが，この点，山陰合同銀行さんは裁判員制度のために特別に休暇制度を作られ

たということですが。



Ｊ 当行では，有給休暇ではなく特定休暇という枠組みで休暇制度を創設しました。

いわゆる公職休暇という扱いにしております。

Ａ 裁判所としては，紹介していただいたような休暇制度を創設していただくこと

をお願いしているところです。休暇制度に関して何か意見はございますか。

Ｈ 私が見ている企業は，零細，小企業が多く，休みはあってないようなもので，

３６５日，２４時間対応という感じで仕事をしておられる方が多いです。そうい

うところの社長が裁判員に選ばれたとしたら，条件によっては断る必要があると

思います。そういう環境からすると，有給休暇や，特別休暇がいただける環境は

恵まれているのではないかと思います。

Ｋ 私は公務員なので，裁判員制度には積極的に参加することになると思います。

なお，先ほどもおっしゃるように中小企業は非常に厳しい状況なので，中小企業

にお勤めの方が休暇が取れるのだろうかということは，私も感じています。

Ａ おっしゃるように零細，小企業で働いていらっしゃる方にとって裁判への参加

が難しいというのは想像しています。それでも御理解いただき，参加していただ

きたいというのが裁判所のスタンスですが，国民の方に過度な負担をかけてはい

けないということは，はっきりしておりまして，そのためにできるかぎり実情を

把握してまいりたいと考えています。過度な負担をかけないためには，質問票に

そういう事情を書いてもらい，本当に無理な方には，早期に参加しなくてもいい

ようにしたいと考えています。

Ｆ 最初に何日から何日までの日程で裁判をするというご案内をして，その際に何

か支障があるかどうかという質問をさせていただきます。その中で差し支えの事

情を出してもらうと，それを読ませてもらい，大変だという事だと判断すると，

最初からお越しいただかなくてもいいというご案内をすることになります。

Ａ 例えば，Ｃ委員などは，高齢者の方と接する機会が多いと思いますが，いかが

でしょうか。

Ｃ ７０歳以上の方は自分には関係ないという考えの方が多いと思います。そうい



う話になると，私としては，断る理由があるだけですよと言っているところです

が，そういうことからすると，高齢者の方には，まだ認知されていない部分もあ

ると思います。

Ａ おっしゃるように，高齢者の方の理解が正確ではないという場合もあると思い

ます。この点については，裁判所としても正確に伝えていかなければならないと

思っています。

Ｉ委員にお尋ねしたいのですが，生徒さんは裁判員制度についてどういう受け

止め方をされているのでしょうか。

Ｉ 教員に聞いてみますと，裁判員制度がもうすぐ始まるから裁判員のことを知ら

ないといけないという思いは持っているようです。また，去年地方裁判所委員会

でいただいた資料をもとに授業をさせていただいているので，生徒にもそういう

知識は入っていっているのではないかと思います。

Ａ 島根県は裁判員裁判を実施する裁判所である本庁所在地の松江市が東の端にあ

り，また，隠岐の島もあり，鉄道も早くないということで，裁判員裁判を実施す

るうえではあまり良い条件ではないのですが，その中でもできる限りご参加いた

だきたいと考えているところです。そのあたりについてご意見はございますか。

Ｉ 私らが益田を含め全県的な会合を開くときは，開始は，午前９時４０分以降で

す。ですから開始時間を午前１０時くらいまで繰り下げてもらうと，参加できる

範囲は広がるのではないかと思います。また，帰りも午後４時ころまでにしない

といけないのではないかと思います。鹿足郡などは，午後４時過ぎに終わったと

しても，帰るのは午後９時過ぎになってしまいます。そう考えると松江に集まっ

てもらうのはなかなか難しいのではないかと思います。裁判員制度が始まったと

きには，こういったことも考えないといけないのではないかと思います。

Ａ そのあたりについて模擬裁判での感想はありましたか。

Ｆ ６月の模擬裁判では，午前９時から開催させてもらいましたが，選任手続の開

始が，もう少し遅くてもいいのではないかという意見もありました。こういった



意見などをもとに，１０月の模擬裁判では開始時刻を午前１０時くらいとしては

どうかということを検討をしているところです。

Ａ 今日は委員の皆様から様々な意見をいただきました。今回のテーマはこれで終

わりというわけではなく，これからもいろいろな機会を捉えて継続的に県民の皆

様の意見を聴いていかなければならないと考えています。また，委員の皆様にも，

いろいろな機会を捉えて意見を伺わせていただきたいと思います。それでは今回

のテーマについての意見交換はこの程度にさせていただきたいと思います。



（別紙２）

Ｇ 辞退事由の政令について，政令６号は，思想信条の辞退を認めるかどうかとい

うことが争点にはなったものの，それはできないということで，それに代わるも

のとしてできたのだと思うのですが，政令でいう精神上の重大な不利益という点

について，これは個人の思想信条とからみ，宗教的なものや，個々人の信念の問

題もあると思いますが，人を裁くことに苦痛を感じるという場合は，この政令に

該当するのでしょうか。つまり，本人が主観的に感じる苦痛が精神的な不利益と

なるのかということですが。

Ａ 個々的にどうするのかというのは事件ごとの裁判所の判断になると思いますが，

一般的な考え方，解釈として説明できることはありますか。

Ｆ ご指摘の点は，重要な問題であり，ご指摘の経緯で，そのようになったことは

おっしゃるとおりだと思います。その際の議論を振り返ってみますと，何らかの

宗教を深く信仰しておられて，その宗教の教義との関係で，人を裁くということ

が到底許されないということであれば，その方の人格と密接不可分でどうにもで

きないという状況にあることを，この条文は想定していると思います。

Ｇ 本人が人を裁くことを苦痛に感じているという場合に，それは辞退事由として

認められるのでしょうか。

Ｆ 私が言ったような場合ならば認められると思われますが，そこに至らない場合

であれば，あたらない可能性があるのではないでしょうか。

Ｇ 私が述べた点は，いろいろなアンケートでも，人を裁くことについて多くの方

が抱いている不安です。条文上は，精神上の重大な不利益という表現にならざる

を得ないと思いますが，あまり個人の内面に公権力が踏み込むのはどうかという

感じがしておりまして，そのあたりは辞退事由を弾力的に判断してもいいのでは

ないかと感じています。

Ａ 貴重なご意見ありがとうございました。

最後になりますが，５月２１日という施行日は，裁判員法が国会で成立した日



なのですが，この裁判員法は，ほぼ全会一致で成立したと記憶しています。そこ

で，国民全体の合意があると受け止めて，裁判所としては，一生懸命やっている

という状態です。


